
小林ヒューマンリソース事業協同組合
〒886-0003 宮崎県小林市堤3532-1-102

0984-27-3002
kobayashi-hr@poem.ocn.ne.jp

参加申し込みは
お電話かメールで！！

メールアドレス

2026年1/27
小林中央公民館 会議室 〒886-0004 宮崎県小林市細野38番地1

申し込み締切：2026年1月23日（金）まで

特定技能・育成就労とは 特定技能と育成就労の産業分野

開催場所

開催日時

特定技能制度は、日本の深刻な人手不足に対応するため、2019年4月に
創設された制度です。この制度により、現在16の産業分野で外国人の就
労が可能となります。育成就労は、外国人材が日本で長期的に活躍し、
企業の人手不足を補うための技能実習制度に変わる新しい仕組みです。

●介護 ●ビルクリーニング ●工業製品製造業 ●建設 ●造船・舶用工業 ●自動車整備
●航空 ●宿泊 ●農業 ●漁業 ●飲食料品製造業 ●外食業 ●自動車運送業 ●鉄道
●林業 ●木材産業
※分野ごとに受け入れ条件が異なります。詳しくはお問い合わせください。

火 13：30～15：30 
＜13：00～開場＞

❶ 特定技能／育成就労セミナー （13：30～14：30）
＜小林ヒューマンリソース事業共同組合 代表理事 花本 大介＞

LPKマルタニ 代表

インドネシア送出機関の代表を招き、インドネシアの文化・宗教的
背景や実習生の実態について現場の生の声をご紹介します。

技能実習・育成就労・特定技能の各制度の仕組みや要件を
詳しくご説明します。

日本で技能実習生として3年働き、
送出し機関を2016年に設立。現
在、農業関係の作業、養殖業、建設
関係、食品製造、機械製造業、プラ
スチック成型など、多岐にわたる業
種の実習生を日本全国に合計
1,000人以上を送り出しています。

❷ インドネシア人材の活用について （14：30～15：00）

❸ 質疑応答 （15：00～）

＜LPKマルタニ 代表 トリ イマム スティヤワン氏＞

トリ イマム スティヤワン氏
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技能実習から育成就労への制度変更、そして特定技能制度について、
基礎から実務まで分かりやすく解説します。
外国人雇用を検討されている企業の経営者・人事担当者の皆様に、
制度理解と実践的な活用方法をお伝えする無料セミナーです。
質疑応答の時間も設けておりますので、ぜひお気軽にご参加ください。

TRI IMAM SETYAWAN

セミナー内容
講師紹介


